
 

本研修は研修義務化対象講座です（4単位） 

<国際商事仲裁セミナー> 

仲裁機関関係者が語る日中仲裁の内実 
-SHIAC の仲裁手続を知る- 

 中国企業とビジネスをする日本企業にとって、中国における商事仲裁の現状に関して正確かつ最新の情報を把握しておくことは、

効果的な仲裁条項を作成するためにも、実際に発生した契約上のトラブルを適切に処理するためにも、必要不可欠です。 

 この度、上海国際仲裁センター（SHIAC）の副秘書長である黄文氏をお招きし、第一部では、日本商事仲裁協会（JCAA）理事・大

阪事務所長の大貫雅晴氏とともに、SHIAC及び JCAAにおける仲裁の最新情報についてご紹介頂いた上、第二部のパネルディ

スカッションでは、高槻史弁護士も交えて、SHIACと JCAAの仲裁手続をより深く掘り下げて比較することで、対中国企業との仲裁

による紛争解決に関する実務上の留意点を明らかにします。 

 関係者多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 尚、黄文氏の講演等には日本語への逐次通訳がつきます。 

 

＜と き＞ ２０１５年９月１６日（水） １３：３０～１７：００ 

＜と こ ろ＞ 大阪弁護士会館  １００１・１００２号会議室 

＜参 加 料＞ 無 料 

＜定 員＞ １００名（先着順） 

＜主 催＞ 日本仲裁人協会関西支部、日本商事仲裁協会大阪事務所  

＜共  催＞    大阪商工会議所、上海国際仲裁センター 

 

 【プログラム】 

第１部 講演 (13:30～14:40)  

 テーマ：「SHIAC仲裁の現状」 中日逐次通訳含 

講 師：黄 文（上海国際仲裁センター（SHIAC）副秘書長） 
 

テーマ：「JCAA仲裁の現状」 

講 師：大貫 雅晴（日本商事仲裁協会 理事・大阪事務所長） 
 

小休憩 （14:40～14:50） 

 

第２部 パネルディスカッション （14:50～17:00）中日逐次通訳含 

       テーマ：「日中仲裁手続の実際‐仲裁人の選任、手続言語、審理手続、仲裁手続中の和解‐」   

パネリスト： 黄 文 

大貫 雅晴 

高槻 史（弁護士、大江橋法律事務所パートナー） 

コーディネーター：小林 和弘（弁護士、大江橋法律事務所 パートナー） 

 

質疑応答 

 

注 ・入室時、退室時の 2回、出席登録をして頂きます（図書利用カードをご持参ください）。 

  ・開始 15分以降の入場、終了予定時刻前の退場は、受講としてカウントされませんのでご注意ください。 

      <下記にご記入の上、ＦＡＸまたは e-mailでお申し込みください。当協会ＨＰ（www.jcaa.or.jp）からもお申し込みいただけます。> 

「仲裁機関関係者が語る日中仲裁の内実」  セミナー参加申込書 

申込先：日本商事仲裁協会 大阪事務所 行 

   会社･事務所名：                      ＴＥＬ :             FAX :          

住 所：                     E-mail：                           

 

 

 

 

 

 

 

所  属 (役 職 ) 参 加 者 名
ふ り が な

 

  

  

【ご記入頂いた情報は、当日の参加者名簿に掲載するほか、主催者からの各種連絡・情報提供以外の目的には利用しません。】 

FAX: (06) 6946-8865 / e-mail: osaka@jcaa.or.jp 

〒  


